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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
南
宋
の
人
で
あ
る
蕭
常
が
著
し
た
『
續
後
漢
書
』（
１
）
の
、
帝
紀
お
よ
び
后
妃
諸
王
傳
の
贊
を
主
な
手
が
か
り
に
、
蕭
常
の

三
国
論
お
よ
び
正
統
論
に
関
す
る
分
析
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
蕭
常
『
續
後
漢
書
』
を
手
が
か
り
と
し
た
南
宋
に
お
け
る
正
統

論
の
展
開
に
関
す
る
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
て
お
り
、
本
稿
は
そ
の
一
環
で
あ
る
。
本
研
究
の
全
体
的
な
問
題
関
心
な
ど
に
つ
い
て
は
、

田
中
靖
彦
・
石
井
仁
・
中
本
圭
亮
「
蕭
常
『
續
後
漢
書
』
の
基
礎
的
研
究
─
序
お
よ
び
四
庫
提
要
の
分
析
を
中
心
に
─
」（『
實
踐
國
文
學
』

九
七
、二
〇
二
〇
年
。
以
下
、「
前
稿
一
」と
呼
称
）に
お
い
て
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。
ま
た
、
蕭
常
の

劉
備
評
価
に
つ
い
て
は
、
田
中
靖
彦
・
石
井
仁「
蕭
常『
續
後
漢
書
』昭
烈
皇
帝
紀
に
つ
い
て
の
覚
書
」（『
實
踐
國
文
學
』九
九
、二
〇
二
一

年
。
以
下
、「
前
稿
二
」と
呼
称
）に
て
若
干
の
具
体
的
分
析
に
着
手
し
て
お
り
、
ま
た
、
田
中
靖
彦「
蕭
常『
續
後
漢
書
』諸
葛
亮
傳
贊
に
つ

い
て
」（『
實
踐
國
文
學
』一
〇
〇
、二
〇
二
一
年
。
以
下
、「
前
稿
三
」と
呼
称
）で
は
、
蕭
常
の
諸
葛
亮
評
価
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
本

蕭
常
『
續
後
漢
書
』
帝
紀
お
よ
び
列
傳
一
の
贊
に
つ
い
て

田
中
　
靖
彦

250255_実践女子大学文芸資料研究所_年報41号00ブック.indb   195 2022/03/17   16:12:48



― 196 ―

稿
は
、
前
掲
の
よ
う
な
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
昭
烈
帝
紀
・
少
帝
紀
、
お
よ
び
列
傳
一（
后
妃
諸
王
傳
）の
贊
を
中
心
に

分
析
を
行
い
、
蕭
常
が
蜀
漢
の
宗
室
の
人
物
を
具
体
的
に
ど
う
評
価
し
て
い
る
か
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

一
．
昭
烈
皇
帝
紀
に
お
け
る
劉
備
評
価
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
（
一
）
劉
備
評
価
の
構
成

　

蕭
常『
續
後
漢
書
』に
お
い
て
、
劉
備
に
関
す
る
事
蹟
は
、
卷
第
一
上
・
帝
紀
第
一
上
、
お
よ
び
卷
第
一
下
・
帝
紀
第
一
下
に
て
扱
わ
れ

て
い
る
。
同
書
に
お
い
て
、
一
人
の
人
物
の
記
録
が
上
下
分
卷
で
扱
わ
れ
る
人
物
は
劉
備
と
諸
葛
亮
の
み
で
あ
り
（
２
）、
蕭
常
の
劉
備
と

諸
葛
亮
へ
の
重
視
の
度
合
い
は
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

劉
備
へ
の
贊
は
、
卷
第
一
下
・
帝
紀
第
一
の
末
尾
に
見
え
る
。
た
だ
し
、「
贊
曰
」の
直
前
の
部
分
に
も
、
蕭
常
の
劉
備
へ
の
評
価
に
つ

い
て
ま
と
ま
っ
て
言
及
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
劉
備
を
惠
陵
に
葬
っ
た
と
い
う
記
述
の
あ
と
た
だ
ち
に「
贊
曰
」に
入
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
前
の
部
分
に
劉
備
を
評
価
す
る
ま
と
ま
っ
た
分
量
の
文
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
陳
壽
の『
三
國
志
』蜀
書
二
・
先
主

傳
が
、
劉
備
が
亡
く
な
っ
て
惠
陵
に
葬
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
後
に
直
ち
に「
評
曰
」と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と

い
う
印
象
を
受
け
る
。
蕭
常『
續
後
漢
書
』の「
贊
」は
、
人
物
の
事
績
お
よ
び
死
亡
記
事
に
続
け
て
た
だ
ち
に「
贊
曰
」が
始
ま
る
卷
と
、
人

物
の
死
亡
記
事
の
あ
と
に
人
物
評
価
に
関
連
し
た
記
録
を
挟
ん
だ
上
で「
贊
曰
」が
始
ま
る
卷
と
が
あ
る（
前
稿
三
を
参
照
）が
、
昭
烈
皇
帝

紀
は
後
者
に
該
当
す
る
。
本
稿
で
は
、
蕭
常
の
劉
備
へ
の
評
価
が
記
さ
れ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
、「
贊
曰
」
よ
り
少
し
前
の
箇
所
（
後
掲

の
史
料
引
用
で【
一
】か
ら
始
ま
る
箇
所
）と
、「
贊
曰
」以
後
の
箇
所（
後
掲
の
史
料
引
用
で【
二
】か
ら
始
ま
る
箇
所
）に
分
け
て
見
て
い
く
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こ
と
と
し
た
い
。
こ
の【
一
】【
二
】と
い
っ
た
表
記
は
、
便
宜
上
筆
者
が
設
け
た
も
の
で
あ
る
。

【
一
】　

（
前
略
）夏
四
月
癸
巳
、帝
崩
於（
３
）永
安
宮
。
時
年
六
十
三
。
遺
詔「
百
官
發
哀
、滿
三
日
除
服
、到
葬
期
、服（
４
）如
禮
、其
郡
國
守
・

相
・
都
尉
・
令
・
長
、
三
日
便
除
。」五
月
、
梓
宮
至
自
永
安
。
秋
八
月
、
葬
惠
陵
。
謚
曰
昭
烈
皇
帝
。

　

帝
寛
仁
大
度
、
知
人
善
任
使
、
有
高
帝
之
風
。
臣
下
雖
有
顯
過
、
必
曲
意
原
貸
。
待
關
羽
・
張
飛
如
親
父
子
。
一
見
諸
葛
亮
、
違

衆
用
之
、
遂
成
帝
業
。
又
性
儉
約
、
嘗
毀
帳
鉤
銅
以
鑄
錢
、
非
軍
功
不
妄
賜
予
、
以
故
國
用
不
至
匱
乏
。
初
入
益
州
、
丞
相
掾
趙
戩

問
於
徵
士
傅
幹
曰
、「
劉
玄（
５
）德
其
濟
乎
。」幹
曰
、「
玄
德
寛
仁
有
度
、
能
得
人
死
力
。
諸
葛
亮
達
治
知
變
、
正
而
有
謀
、
而
爲
之
相
。

關
羽
・
張
飛
、
勇
而
有
義
、
皆
萬
人
敵
、
而
爲
之
將
。
此
三
人
者
、
皆
人
傑
也
。
以
玄
德
之
略
、
三
傑
佐
之
。
何
爲
不
濟
。」時
馬
謖

有
盛
名
、
亮
毎
器
之
。
帝
謂
亮
曰
、「
馬
謖
、
言
過
其
實
、
不
可
大
用
。」亮
不
以
爲
然
、
後
竟
有
街
亭
之
敗（
６
）。

    【
二
】　

贊
曰
、
漢
承
秦
慘
刻
之
後
、
高
・
文
以
寛
仁
結
人
心
、
淪
浹
既
久
、
牢
不
可
解
。
雖
中
更
禍
變
、
而
人
之
謳
吟
思
漢
、
不
絶
于
口
。

世
祖
因
之
、
卒
復
舊
物
、
重
以
章
帝
、
惠
及
胎
養（
７
）、
培
殖
益
固
。
靈
・
獻
之
際
、
可
謂
大
壞
極
亂
矣
。
而
一
時
英
雄
、
擁
兵
負
固
者
、

猶
以
劉
氏
藉
口
。
昭
烈
父
子
、
以
帝
室
支
屬
、
介
在
一
隅
而
正
位
號
、
尚
數
十
年
、
由
先
漢
至
是
、
垂
祀
五
百
。
三
代
以
還
、
蓋
未

之
有
。
人
主
之
結
人
心
、
其
效
迺
爾
。
有
大
物（
８
）者
、
庸
可
忽
諸（
９
）。

　

総
じ
て
、【
一
】の
箇
所
は
劉
備
個
人
に
対
す
る
賞
賛
で
あ
る
の
に
対
し
、【
二
】の
箇
所
は
漢
王
朝
の
皇
帝
と
し
て
の
劉
備
へ
の
賞
賛
と
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な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
見
て
い
こ
う
。

　
　
　
　
　
（
二
）「
贊
曰
」
の
前
の
箇
所
に
つ
い
て

　

ま
ず【
一
】の
部
分
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ま
ず
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
陳
壽
の
劉
備
へ
の
総
評
で
あ
る『
三
國
志
』蜀
書
二
・
先
主
傳

の
評
と
比
較
的
類
似
し
た
内
容
の
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
蕭
常
の
言
う
「
帝
寛
仁
大
度
、
知
人
善
任
使
、
有
高
帝
之
風
」
は
、

陳
壽
の
い
う「
先
主
之
弘
毅
寬
厚
、
知
人
待
士
、
蓋
有
高
祖
之
風
、
英
雄
之
器
焉
」と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
し
、
諸
葛
亮
の
抜
擢
を
高
く
評

価
す
る
の
も
蕭
常
と
陳
壽
で
共
通
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、【
一
】の
部
分
に
お
い
て
は
、
劉
備
の
死
に
関
す
る
表
現
が『
三
國
志
』と
異
な
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
陳
壽
は
劉
備
の
死
を

「
殂
」と
す
る（『
三
國
志
』蜀
書
二
・
先
主
傳
）の
に
対
し
、
蕭
常
は「
崩
」と
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、【
一
】に
は
陳
壽
の
劉
備
評
価
で
は
言

及
の
無
い
論
点
も
あ
る
。
ま
ず
気
づ
く
の
は
、
關
羽
・
張
飛
と
の
信
頼
関
係
に
関
す
る
論
及
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。「
待
關
羽
・
張
飛
如

親
父
子
」と
述
べ
て
い
る
の
に
加
え
、『
三
國
志
』で
は
先
主
傳
注『
傅
子
』に
見
え
る
傅
幹
の
劉
備
評
価
を
こ
こ
に
引
用
し
て
、
再
度
諸
葛

亮
だ
け
で
な
く
關
羽
ら
に
も
言
及
し
、
賞
賛
を
送
っ
て
い
る
（
10
）。
こ
れ
ら
は
無
論
、
關
羽
ら
へ
の
肯
定
的
評
価
と
い
う
よ
り
、
劉
備
が

す
ぐ
れ
た
部
下
を
深
く
信
頼
し
て
い
た
こ
と
を
高
く
評
価
す
る
も
の
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
陳
壽
は
劉
備
と
諸
葛
亮

の
君
臣
関
係
を
讃
え
た
が
、
蕭
常
は
こ
こ
に
關
羽
・
張
飛
も
加
え
て
君
臣
関
係
を
讃
え
て
い
る
と
い
う
相
違
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
論
点
に
関

し
て
言
え
ば
陳
壽
の
劉
備
評
価
と
大
き
な
差
は
無
い
と
も
い
え
る
。

　

劉
備
が
諸
葛
亮
に
対
し
馬
謖
の
重
用
を
戒
め
た
こ
と
へ
の
言
及
も
、
劉
備
の
人
物
を
見
抜
く
目
を
讃
え
る
意
図
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
件
は『
三
國
志
』で
は
蜀
書
九
・
馬
良
傳
附
・
馬
謖
傳
に
見
え
る
が
、
蕭
常
が
こ
れ
を
劉
備
に
対
す
る
評
価
の
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段
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
の
は
、
劉
備
の
人
材
を
見
抜
く
見
識
を
讃
え
る
意
図
が
蕭
常
に
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
陳
壽
が
言
及
せ
ず
蕭
常
が
言
及
し
た
論
点
と
し
て
、
劉
備
が
倹
約
を
旨
と
し
て
い
た
こ
と
に
関
す
る
「
又
性
儉
約
、
嘗
毀
帳
鉤

銅
以
鑄
錢
」と
い
う
記
述
は
興
味
深
い
。
少
な
く
と
も
現
在
我
々
が
参
照
で
き
る『
三
國
志
』で
こ
れ
に
直
接
該
当
す
る
記
述
は
、
管
見
の

限
り
見
当
た
ら
な
い
（
11
）。
こ
の
典
拠
は
恐
ら
く
、『
南
齊
書
』卷
二
十
八
・
崔
祖
思
傳
の「
劉
備
取
帳
鉤
銅
鑄
錢
、
以
充
國
用
」と
い
う
記

述
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
蕭
常
が『
三
國
志
』以
外
の
史
料
も
活
用
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
一
例
と
な
っ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
陳
壽
が
言
及
し
た
論
点
で
蕭
常
が
敢
え
て
論
及
し
な
か
っ
た
点
も
あ
る
。
陳
壽
は
先
主
傳
の「
評
曰
」に
お
い
て「
機
權
幹

略
不
逮
魏
武
、
是
以
基
宇
亦
狹
（
機
權
幹
略
は
魏
武
に
逮
ば
ず
、
是
を
以
て
基
宇
も
亦
た
狹
し
）」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
該
当
す
る

論
点
は
蕭
常
の
劉
備
評
価
に
関
す
る
文
に
は
一
切
見
え
な
い
。
こ
れ
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
、
蜀
漢
を
賛
美
し
曹
操
を
批
判
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
蕭
常
が
、「
劉
備
は
権
謀
術
数
の
面
に
お
い
て
曹
操
に
及
ば
ず
、
だ
か
ら
政
権
の
基
盤
も
狭
か
っ
た
」な
ど
と
書
く
わ
け
は

な
い
の
で
あ
っ
た
。
総
じ
て
、【
一
】の
部
分
で
は
、
個
人
と
し
て
の
劉
備
に
つ
い
て
の
賛
辞
を
主
な
内
容
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
　
　
　
（
三
）「
贊
曰
」
に
つ
い
て

　

続
け
て
、【
二
】の「
贊
曰
」に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
こ
の
贊
の
論
旨
自
体
は
、
漢
室
が
長
き
に
わ
た
っ
て
人
々
か
ら
慕
わ
れ
て
い
た
こ

と
、
劉
備
が
そ
の
人
望
篤
い
漢
朝
の
皇
室
の
末
裔
と
し
て
帝
位
に
つ
い
た
こ
と
の
正
し
さ
を
述
べ
た
も
の
で
、
よ
く
あ
る
論
と
も
思
わ
れ

る
。
だ
が【
一
】と
異
な
り
、劉
備
と
い
う
個
人
へ
の
評
価
は
殆
ど
含
ま
れ
て
い
な
い
。【
二
】に
お
け
る
劉
備
へ
の
賛
辞
と
読
め
る
内
容
は
、

彼
が
漢
室
の
一
門
と
し
て「
位
號
を
正
」し
た
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
漢
王
朝
が
数
十
年
の
延
命
を
実
現
し
、
漢
朝
全
体
と
し
て
は
五
百
年

も
の
長
寿
と
な
っ
た
こ
と
へ
の
賞
賛
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
個
人
の
能
力
や
人
徳
へ
の
評
価
と
い
う
よ
り
、
漢
の
皇
帝
と
し
て
の
彼
の
正
し
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さ
へ
の
賞
賛
で
あ
る
と
読
め
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、【
二
】に
お
け
る
そ
れ
以
外
の
大
部
分
は
、
劉
備
へ
の
言
及
と
い
う
よ
り
は
漢
王
朝

そ
の
も
の
へ
の
賞
賛
と
な
っ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
か
か
る
論
旨
に
は
南
宋
の
置
か
れ
た
境
遇
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
、
南
宋
諸
儒
に
お
け
る
こ
う
い
っ
た
論

の
存
在
は
、
つ
と
に『
四
庫
全
書
総
目
』史
部
一
・
正
史
類『
三
國
志
』が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
蕭
常
の
説
く「
以
帝
室
支
屬
、

介
在
一
隅
而
正
位
號
」と
い
う
記
述
な
ど
は
、
そ
の
ま
ま
南
宋
の
国
情
が
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
蕭
常
は
、「
一
隅
に

介
在
す
る
現
在
の
南
宋
で
は
あ
る
が
、
位
號
を
正
す
存
在
な
の
で
あ
り
、
人
心
を
結
べ
ば
さ
ら
な
る
長
期
政
権
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
い

う
こ
と
を
、
願
望
を
込
め
つ
つ
述
べ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

加
え
て
指
摘
す
べ
き
は
、
こ
の「
贊
曰
」で
始
ま
る
段
は
、
恐
ら
く
蕭
常
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
度
合
い
が
高
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
先

に
指
摘
し
た
よ
う
に「
贊
曰
」の
前
の
段
に
お
け
る
劉
備
評
価
は『
三
國
志
』先
主
傳
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
史
料
を
材
料
と
し
た
部
分
が
多

い
が
、
筆
者
が
確
認
し
た
範
囲
で
は
、「
贊
曰
」
で
始
ま
る
段
に
つ
い
て
は
材
料
に
し
た
と
思
し
き
史
料
を
確
認
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

漢
文
に
お
け
る
決
ま
り
文
句
的
な
表
現
の
使
用
と
い
う
側
面
や
、『
後
漢
書
』の
故
事
を
踏
ま
え
た
表
現
な
ど
は
あ
る
が
、『
續
後
漢
書
』諸

葛
亮
傳
贊
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る「
全
文
丸
写
し
」と
い
う
よ
う
な
内
容
と
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
昭
烈
皇
帝
紀
に
お
け
る
劉
備
評
価
は
、
劉
備
個
人
に
対
す
る
賞
賛
と
、
劉
備
と
い
う
よ
り
は
漢
と
い
う
王
朝

の
延
命
に
対
す
る
賛
美
の
二
段
構
え
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。蕭
常
が
劉
備
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
自
体
は
疑
い
が
な
い
が
、

「
贊
曰
」に
お
い
て
は
劉
備
個
人
へ
の
言
及
が
ほ
ぼ
無
い
と
い
う
こ
と
は
興
味
深
い
。
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蕭常『續後漢書』帝紀および列傳一の贊について

　
　
　
　

二
．　

少
帝
紀
に
お
け
る
劉
禪
評
価
に
つ
い
て

　

蜀
漢
の
第
二
代
皇
帝
に
し
て
同
政
権
最
後
の
皇
帝
と
な
っ
た
劉
禪
は
、
蕭
常『
續
後
漢
書
』で
は
卷
第
二
・
帝
紀
第
二
に
お
い
て
扱
わ
れ

て
い
る
。『
三
國
志
』蜀
書
で
は
後
主
と
呼
称
さ
れ
る
彼
だ
が
、
蕭
常『
續
後
漢
書
』は
彼
を「
少
帝
」と
し
て
お
り
、
卷
第
二
・
帝
紀
第
二
の

冒
頭
は「
少
帝
諱
禪
、
字
公
嗣
、
昭
烈
皇
帝
子
也
」と
な
っ
て
い
る
。「
少
帝
」は
、
廃
位
と
な
っ
た
り
殺
害
さ
れ
た
こ
と
で
諡
号
が
与
え
ら

れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
皇
帝
に
つ
い
て
述
べ
る
際
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
表
現
で
あ
り
、
諡
号
で
は
な
い
。
た
と
え
ば「
少
帝
」の
号

に
つ
い
て
、
劉
知
幾
は
「
天
子
見
黜
者
、
漢
魏
以
後
謂
之
少
帝
」（
天
子
の
黜
け
ら
る
る
者
、
漢
魏
よ
り
已
後　

之
を
少
帝
と
謂
ふ
）
と
述

べ
て
い
る（『
史
通
』卷
四
・
稱
謂
）。
蜀
漢
を
正
し
い
王
朝
と
し
て
扱
う
必
要
が
あ
っ
た
蕭
常
と
し
て
は
、
劉
禪
に
も
正
式
な
皇
帝
で
あ
っ

て
も
ら
う
必
要
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
劉
禪
に
皇
帝
と
し
て
の
諡
号
が
無
い
こ
と
か
ら
、
彼
を
少
帝
と
す
る
記
述
を
採
り
、
し
か
も
彼
の
た

め
に
単
独
の
本
紀
を
設
け
た
の
で
あ
る
。

　

劉
禪
へ
の
贊
は
、卷
第
二
・
帝
紀
第
二
の
末
尾
に
見
え
る
。
な
お
、先
に
見
た
劉
備
の
場
合
と
は
異
な
り
、少
帝
紀
で
は「
晉
泰
始
七
年
崩
、

時
年
六
十
五
」と
い
う
記
述
の
あ
と
に
直
ち
に「
贊
曰
」と
な
っ
て
お
り
、「
贊
曰
」の
前
の
部
分
に
お
け
る
劉
禪
へ
の
評
価
を
記
し
た
段
な

ど
は
無
い
。（【
三
】は
便
宜
上
筆
者
が
設
け
た
も
の
で
あ
る
）

【
三
】（

前
略
）晉
泰
始
七
年
崩
、
時
年
六
十
五
。

贊
曰
、
少
帝
任
賢
相
、
則
僞
境
懷
畏
、
一
惑
閹
尹（
12
）、
亂
亡
隨
之
。
傳
曰
、「
存
亡
在
所
任
」（
13
）、
信
哉（
14
）。
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「
贊
」に
入
る
直
前
の
一
文
に「
崩
」の
字
が
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
蕭
常
の
強
い
意
志
が
看
取
で
き
る
。
た
と
え
降
伏
し
て
い
て
も
、

劉
禪
は
正
式
な
皇
帝
で
あ
る
と
主
張
し
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

論
旨
は「
劉
禪
は
賢
明
な
る
宰
相（
諸
葛
亮
）に
政
務
を
任
せ
て
い
た
と
き
に
は
良
か
っ
た
が
、
宦
官（
黄
皓
）に
惑
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
て

か
ら
は
良
く
な
い
」と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
論
旨
は『
三
國
志
』蜀
書
三
・
後
主
傳
の
評
と
概
ね
共
通
し
た
も
の
で
あ
る
。
蕭
常
の
劉

備
へ
の
評
価
が
陳
壽
の
評
と
は
異
な
る
論
も
展
開
し
て
い
た
こ
と
と
比
べ
る
と
、
蕭
常
の
論
の
独
自
性
は
薄
い
と
言
え
よ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
細
か
い
表
現
の
異
同
は
あ
る
。
た
と
え
ば
、
陳
壽
は「
後
主
任
賢
相
則
爲
循
理
之
君
、
惑
閹
豎
則
爲
昏
闇
之
后
」と
論
ず
る

に
留
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
蕭
常
は「
任
賢
相
、
則
僞
境
懷
畏
、
一
惑
閹
尹
、
亂
亡
隨
之
」と
論
じ
て
お
り
、
表
現
が
や
や
現
実
味
を
帯

び
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
陳
壽
の
評
に
は
見
え
な
い「
僞
境
懷
畏
」と
い
う
敵
国
の
態
度
や
、「
亂
亡
隨
之
」と
い

う
蜀
漢
滅
亡
へ
の
言
及
は
、
や
は
り
南
宋
の
現
状
へ
の
危
惧
が
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
断
定
は
難
し
い
が
、
あ
る
い
は
蕭

常
の
言
う「
賢
相
」「
閹
尹
」は
そ
れ
ぞ
れ
岳
飛
・
秦
檜
の
暗
喩
で
あ
っ
て
、「
岳
飛
健
在
な
り
し
頃
は
金
も
南
宋
を
恐
れ
た
が
、
秦
檜
に
よ
っ

て
岳
飛
が
排
斥
さ
れ
て
し
ま
っ
た
現
在
は
滅
亡
へ
向
か
っ
て
い
る
」と
い
う
主
張
と
読
め
な
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

加
え
て
指
摘
す
べ
き
は
、陳
壽
の
評
に
見
え
る
、劉
禪
の
即
位
の
際
に
踰
年
せ
ず
に
改
元
し
た
こ
と
へ
の
批
判
や
、史
官
を
置
か
な
か
っ

た
事
へ
の
批
判
が
、
蕭
常
の
贊
に
は
全
く
見
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
蕭
常
が
こ
れ
ら
の
こ
と
を
批
判
に
値
す
る
と
見
な

さ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
改
元
へ
の
批
判
は
諸
葛
亮
傳
贊
に
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る（
前
稿
三
参
照
）。
少
帝
紀
の
贊
に
て

こ
の
批
判
を
展
開
し
な
か
っ
た
の
は
、
同
じ
内
容
の
批
判
を
二
箇
所
で
行
う
煩
を
避
け
た
た
め
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
後
述
す
る
よ

う
に
蕭
常
は
、
劉
備
と
吳
懿
の
妹
の
婚
姻
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
複
数
の
箇
所
に
て
展
開
し
て
い
る
の
で
、
改
元
へ
の
批
判
は
そ
れ

ほ
ど
の
こ
だ
わ
り
が
無
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
蕭
常
は
、
踰
年
せ
ず
に
改
元
し
た
こ
と
の
責
任
は
君
主

た
る
劉
禪
で
は
な
く
諸
葛
亮
に
あ
る
、
と
見
な
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
時
点
で
は
断
定
は
む
ず
か
し
く
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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蕭常『續後漢書』帝紀および列傳一の贊について

　
　
　
　

三
．
后
妃
諸
王
傳
贊

　

蕭
常『
續
後
漢
書
』は
、
本
紀
の
あ
と
が
表
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
今
回
の
分
析
対
象
か
ら
は
除
外
す
る
。
そ
し
て
表
の
あ
と
が
列

傳
と
な
っ
て
お
り
、
列
傳
第
一
は
、
劉
備
・
劉
禪
の
夫
人
と
子
の
列
傳
と
な
っ
て
い
る
。『
三
國
志
』蜀
書
で
い
う「
二
主
妃
子
傳
」に
該
当

す
る
。
こ
の
列
傳
第
一
の
名
称
は
四
庫
全
書
本
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
叢
書
集
成
本
お
よ
び
傳
・
同
治
本
で
は
、
同
卷
の
冒
頭
部
分
に

「
列
傳
第
一
／
后
妃
諸
王
」（「
／
」は
改
行
を
示
す
）と
あ
る
の
で
、「
后
妃
諸
王
傳
」と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　

同
列
傳
の
構
成
は
、
序
、
劉
備
・
劉
禪
の
夫
人
た
ち
に
関
す
る
記
述
、
贊
、
劉
備
・
劉
禪
の
子
た
ち
に
関
す
る
記
述
、
と
な
っ
て
い
る（
昭

烈
皇
帝
紀
と
異
な
り
、
贊
以
外
に
人
物
評
価
に
関
わ
る
ま
と
ま
っ
た
箇
所
は
無
い
こ
と
も
附
記
し
て
お
く
）。
こ
の
構
成
か
ら
分
か
る
よ

う
に
同
卷
の
特
徴
は
、
序
が
あ
る
こ
と
、
夫
人
に
関
す
る
贊
は
あ
る
が
皇
子
た
ち
に
関
す
る
贊
は
無
い
（
従
っ
て
贊
の
位
置
も
巻
末
で
は

な
い
）こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る（
15
）。
皇
子
た
ち
へ
の
贊
が
無
い
こ
と
に
は
違
和
感
を
覚
え
る
が
、
同
卷
の
最
後
が
北
地
王
諶（
劉
諶
）の
傳
で

あ
る
こ
と
は
少
な
か
ら
ず
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。『
三
國
志
』に
列
傳
が
無
い
彼
の
た
め
に
立
傳
し（
記
事
内
容
は『
三
國
志
』後
主
傳
や

同
注『
漢
晉
春
秋
』を
ベ
ー
ス
と
し
た
も
の
で
、
目
新
し
い
内
容
は
と
く
に
無
い
が
）、
し
か
も
そ
れ
を
同
卷
の
末
尾
に
置
き
、「
先
殺
妻
子

而
後
自
殺
。
左
右
無
不
爲
涕
泣
」
と
い
う
記
事
で
締
め
く
く
る
こ
と
で
、
同
卷
は
衝
撃
的
な
印
象
の
残
る
終
わ
り
方
と
な
っ
て
い
る
。
あ

る
い
は
こ
れ
を
以
て
皇
子
た
ち
へ
の
贊
が
わ
り
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
ま
れ
本
稿
で
は
、
序
に
当
た
る
部
分（
後
掲【
四
】）と
贊（
後
掲【
五
】）に
つ
い
て
見
て
お
く
。

【
四
】　

昭
烈
承
衰
亂
之
餘
、
庶
事
草
創
、
嬪
嬙
之
制
、
闕
焉
未
備
。
方
是
時
、
公
族
轉
徙
四
方
、
疏
封
亦
鮮
。
陳
壽
復
擯
而
不
書
、
是
以
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後
世
無
傳
焉
。
姑
因
其
舊
而
附
益
之（
16
）。

【
五
】　

贊
曰
、
事
以
正
立
、
以
權
濟
。
蓋
權
者
、
所
以
濟
正
之
不
及
、
苟
無
事
乎
權
、
雖
一
於
正
可
也
。
昔
（
17
）
晉
文
公
僑
處
于
秦
、
欲

因
秦
而
反
國
。
故
秦
伯
納
懷
嬴
（
18
）
而
不
敢
拒
。
何
則
、
有
求
於
人
、
勢
不
得
不
從
。
不
然
則
事
何
由
濟
。
此
豈
得
已
哉
。
昭
烈
之

納
吳
后
、方
疑
而
未
決
、法
正
乃
援
晉
文
之
事
以
贊
其
成（
19
）。
是
所
謂「
逢
君
之
惡
」者
也（
20
）。
且
夫
婦
、人
倫
之
始
、不
可
以
不
正
。

匹
夫
且
不
可
違
禮
、
况
人
主
乎
。
晉
文
之
權
以
濟
事
、
已
不
能
逃
議
者
之
譏
。
今
（
21
）
内
不
偪
於
勢
、
外
無
事
乎
權
。
奈
何
踵
其
違

禮
之
失
、以
權
而
廢
正
哉
。
古
者
、一
正
君
而
國
定（
22
）。
昭
烈
之
不
能
定
天
下
、其
無
賢
臣
以
正
之
與（
23
）。
余
觀
趙
雲
以
同
姓
之
嫌
、

不
肎（
24
）娶
趙
範
之
嫂
、
其
所
守
之
正
、
有
漢
廷
諸
公
不
能
及
者
。
使
其
得
與
末
議
、
必
能
詆
正
之
謬
而
納
君
於
正
矣（
25
）。『
書
』曰
、

「
僕
臣
正
、
厥
后
克
正
」（
26
）、
詎
不
信
然（
27
）。

　

ま
ず【
四
】に
挙
げ
た
序
で
あ
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
序
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
の
か
疑
問
の
残
る
内
容
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
、
特
筆

す
べ
き
内
容
が
無
い
。
陳
壽『
三
國
志
』で
序
の
あ
る
数
少
な
い
卷
が
魏
書
五
・
后
妃
列
傳
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
陳

壽『
三
國
志
』よ
り
も
充
実
し
た
内
容
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
自
著
の
独
自
性
を
主
張
し
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
り
あ
え
ず
本

論
の
関
心
か
ら
見
た
と
き
、
特
に
言
及
す
べ
き
論
点
は
無
い
。

　

続
け
て【
五
】に
挙
げ
た
贊
で
あ
る
が
、
過
激
な
論
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
目
を
引
く
。
蕭
常
は
、
劉
備
が
吳
懿
の
妹
を
夫
人
と
し
た
こ

と
が
相
当
不
満
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
か
な
り
厳
し
い
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
尤
も
、
か
か
る
劉
備
の
婚
姻
へ
の
批
判
は
す
で
に
習
鑿
齒

が
行
っ
て
い
る（
28
）。
全
体
的
な
論
旨
や
、
習
鑿
齒
の「
今
先
主
無
權
事
之
偪
」と
い
う
表
現
と
、
蕭
常
の「
今
内
不
偪
於
勢
」と
い
う
表
現
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の
類
似
性
な
ど
か
ら
見
て
、
蕭
常
の
論
が
習
鑿
齒
の
論
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
蕭
常
は
、
習
鑿
齒
よ
り
も
さ
ら

に
強
く
こ
の
婚
姻
を
批
判
す
る
。
蕭
常
は
、
こ
の
結
婚
を
勧
め
た
法
正
を
、
孟
子
の
い
う「
君
の
悪
心
を
誘
い
出
す
」（
29
）者
で
あ
る
と
強

烈
に
批
判
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
批
判
の
矛
先
を
、
こ
の
婚
姻
を
諫
止
す
る
部
下
が
劉
備
に
い
な
か
っ
た
こ
と
に
ま
で
向
け
て
い
る
。

そ
し
て
彼
は
、『
孟
子
』の「
一
た
び
君
主
を
正
し
く
す
れ
ば
国
は
定
ま
る
」や『
尚
書
』の「
臣
下
が
正
し
け
れ
ば
君
主
も
正
し
く
な
る
」と
い

う
一
節
を
引
用
し
つ
つ
、
恐
ら
く
こ
の
婚
姻
を
諫
止
し
た
者
が
い
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
批
判
な
の
で
あ
ろ
う
、「
昭
烈
が
天
下
を
統
一
で

き
な
か
っ
た
の
は
、
彼
を
正
す
賢
臣
が
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
」と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
前
稿
一
で
述
べ
た
よ
う
に
、
蕭
常
が『
續

後
漢
書
』を
著
す
大
き
な
動
機
と
な
っ
た
の
は
、
父
の
志
を
継
承
し
て「
漢（
蜀
漢
の
こ
と
）を
お
と
し
め
魏
を
尊
ぶ
と
い
う
陳
壽
の
誤
り
を

正
す
」
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
そ
の
蕭
常
を
し
て
こ
こ
ま
で
言
わ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
蕭
常
に
と
っ
て
相
当
重
要
度
の

高
い
論
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
劉
備
の
婚
姻
に
対
す
る
批
判
は
、
前
稿
三
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
列
傳
三
・
諸
葛
亮
傳
の
贊
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
も
の
（
厳
密

に
言
え
ば
、
列
傳
三
贊
に
お
い
て
見
ら
れ
る
批
判
は
、
吳
懿
の
妹
を
立
后
す
る
策
書
を
諸
葛
亮
が
奉
じ
た
こ
と
へ
の
批
判
）
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
蕭
常
は
自
著
の
中
で
こ
の
婚
姻
に
対
す
る
否
定
的
見
解
を
複
数
回
に
わ
た
っ
て
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
彼
の
重
視

の
度
合
い
が
高
か
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
こ
の
論
点
に
関
す
る
限
り
、
蕭
常
に
と
っ
て
は
劉
備
や
諸
葛
亮
で
す
ら
厳
し
く
批
判
さ
れ
る

べ
き
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
が
趙
雲
で
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
。
蕭
常
は
、
趙
範
の
嫂
を
妻
と
し
な

か
っ
た
趙
雲
を
高
く
評
価
し
、「
も
し
趙
雲
が
こ
の
議
論
に
参
与
で
き
て
い
れ
ば
、
必
ず
や
法
正
の
誤
り
を
叱
り
、
主
君
（
劉
備
）
を
正
し

き
に
引
き
入
れ
た
で
あ
ろ
う
に
」
と
論
じ
て
い
る
。
詳
細
は
別
稿
を
準
備
中
で
あ
る
が
、
趙
雲
が
趙
範
の
嫂
を
妻
と
し
な
か
っ
た
こ
と
へ

の
賞
賛
は『
續
後
漢
書
』趙
雲
傳
の
贊
に
お
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
記
述
か
ら
は
、
当
時
に
お
け
る
禮
規
範
の
厳
守
を
強
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く
求
め
る
蕭
常
ら
当
時
の
士
大
夫
の
価
値
観
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　

お
わ
り
に

　

蕭
常
『
續
後
漢
書
』
帝
紀
一
・
二
、
お
よ
び
列
傳
一
の
贊
を
主
な
手
が
か
り
と
し
て
、
蜀
漢
の
皇
帝
お
よ
び
皇
室
の
人
物
に
対
す
る
蕭
常

の
評
価
に
つ
い
て
分
析
を
進
め
て
き
た
。
帝
紀
一
・
昭
烈
皇
帝
紀
に
お
け
る
劉
備
評
価
は
、
劉
備
個
人
に
対
す
る
賞
賛
と
、
漢
の
皇
帝
と

し
て
の
劉
備
に
対
す
る
賛
美
の
二
部
構
成
と
も
い
う
べ
き
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
と
く
に
贊
に
お
い
て
は
劉
備
個
人
へ
の
言
及
が
ほ
ぼ
無

く
、
漢
朝
へ
の
讃
美
と
、
そ
の
漢
朝
を
延
命
さ
せ
た
こ
と
に
対
す
る
肯
定
評
価
を
主
内
容
と
し
て
い
る
。
か
か
る
評
価
か
ら
は
、
蕭
常
が

南
宋
の
現
状
を
蜀
漢
に
投
影
し
て
い
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の「
現
状
の
投
影
」と
い
う
要
素
は
、
帝
紀
二
の
贊
に
お

い
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

今
回
の
検
討
範
囲
に
お
い
て
異
彩
を
放
つ
の
は
、
劉
備
と
吳
懿
の
妹
の
婚
姻
を
手
厳
し
く
批
判
す
る
列
傳
一
の
贊
で
あ
る
。
こ
の
批
判

自
体
は
古
く
か
ら
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
蕭
常
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
薄
い
の
だ
が
、
蜀
漢
を
讃
え
る
意
図
を
以
て
執
筆
さ
れ
た
は
ず

の『
續
後
漢
書
』に
お
い
て
、「
劉
備
が
天
下
統
一
を
で
き
な
か
っ
た
の
は
過
ち
を
正
す
賢
臣
が
い
な
か
っ
た
か
ら
」と
い
う
論
が
見
え
る
こ

と
は
、
や
は
り
目
を
引
く
。
当
時
に
お
け
る
禮
規
範
の
遵
守
を
最
優
先
事
項
と
見
な
し
て
い
た
南
宋
士
大
夫
の
価
値
観
を
よ
く
伝
え
る
事

例
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

注（
１
） 

本
稿
に
お
け
る『
續
後
漢
書
』の
テ
キ
ス
ト
は
、
叢
書
集
成
初
編
の『
續
後
漢
書
』（
本
稿
で
は「
叢
書
集
成
本
」と
呼
称
）を
底
本
と
し
、「
四
庫
全

書
」史
部
・
別
史
類
所
収
の『
蕭
氏
續
後
漢
書
』（
本
稿
で
は「
四
庫
全
書
本
」と
呼
称
）、
お
よ
び
、
同
治
八
年
重
刊
と
記
載
の
あ
る『
續
後
漢
書
』
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の
版
本（
本
稿
で
は「
傳
・
同
治
本
」と
呼
称
）を
用
い
て
校
訂
を
行
っ
た
。
叢
書
集
成
本
、
四
庫
全
書
本
、
お
よ
び
傳
・
同
治
本
に
つ
い
て
、
お

よ
び
テ
キ
ス
ト
校
訂
に
関
す
る
凡
例
な
ど
は
前
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
２
） 
こ
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
前
稿
一
お
よ
び
前
稿
三
を
参
照
。
本
稿
に
関
わ
る
点
に
つ
い
て
再
度
指
摘
し
て
お
く
と
、
劉
備
に
関
す
る
事
蹟
が

上
下
分
卷
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
叢
書
集
成
本
お
よ
び
傳
・
同
治
本
に
よ
る
。
四
庫
全
書
本
で
は
、
劉
備
を
扱
う
昭
烈
皇
帝
紀
は
卷
一
・
帝
紀

一
で
、
上
下
に
分
か
れ
て
い
な
い
。

（
３
） 「
於
」は
四
庫
全
書
本
で
は「
于
」。

（
４
） 『
三
國
志
』蜀
書
二
・
先
主
傳
の
該
当
部
分
は「
復
」。

（
５
） 

傳
・
同
治
本
は「
玄
」は「
元
」と
な
っ
て
お
り
、
同
字
が
四
角
で
囲
っ
て
あ
る（
ほ
か
の
箇
所
も
同
様
）。
四
庫
全
書
本
は「
玄
」の
欠
画
と
し
て
い

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
二
通
り
の
可
能
性
が
あ
る
。
ま
ず
一
つ
は
、
宋
代
に
お
い
て「
玄
」は
諱
む
必
要
が
あ
る
字
で
あ
っ
た
こ
と
を
原
因
と
し

た
表
記
と
す
る
可
能
性
。
陳
垣『
史
諱
挙
例
』（
科
学
出
版
社
、
一
九
五
八
年
）は
、
宋
代
に
は
宋
皇
族
の
祖「
趙
玄
朗
」の「
玄
」の
字
を
避
け
て

「
元
」あ
る
い
は「
眞
」に
改
め
ら
れ
た
と
指
摘
す
る
。
も
う
一
つ
は
、
康
煕
帝
の
名「
玄
燁
」の「
玄
」を
避
け
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
。
四
庫
全
書

本
が「
玄
」の
欠
画
と
し
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
ま
た
陳
垣
前
掲
書
に
よ
る
と
、
清
代
の
避
諱
と
し
て「
玄
」は「
元
」で
代
用
さ
れ
た
と

い
う
。
傳
・
同
治
本
が「
玄
」を「
元
」と
す
る
の
が
、
宋
代
の
避
諱
を
蕭
常
の
原
著
通
り
反
映
し
た
も
の
か
、
刊
行
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
清
代
の

避
諱
の
た
め
の
も
の
か
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
が
、
傳
・
同
治
本
や
叢
書
集
成
本
で
は
、
宋
代
に
お
け
る
避
諱
の
対
象
と
な
る
字
を
使

用
し
た
記
述
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
桓
」は
欽
宗
の
諱
で
あ
る
た
め
、
蕭
常
の
生
き
た
時
代
で
は
避
諱
す
べ
き
字
で
あ
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
蕭

常
は
斉
の
桓
公
を「
威
公
」と
し
て
い
る（
前
稿
一
参
照
）。し
か
し
傳
・
同
治
本
で
は
普
通
に
こ
の
字
を
用
い
た
箇
所
も
あ
る（
吳
載
記
第
八
の「
朱

桓
」な
ど
）。
そ
の
た
め
、
傳
・
同
治
本
が「
玄
」を「
元
」と
し
た
の
は
、
宋
代
・
清
代
い
ず
れ
の
避
諱
に
基
づ
く
も
の
か
は
直
ち
に
は
判
じ
難
い

が
、
前
者
の
場
合
で
も
、
傳
・
同
治
本
は
宋
代
の
避
諱
す
べ
て
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
な

お
、
本
稿
で
史
料
を
引
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、「
玄
」の
避
諱
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
字
は「
玄
」に
改
め
て
い
る
。

（
６
） （
前
略
）
夏
四
月
癸
巳
、
帝　

永
安
宮
に
崩
ず
。
時
に
年
六
十
三
。「
百
官　

哀
を
發
す
る
に
、
三
日
に
滿
つ
れ
ば
服
を
除
き
、
葬
期
に
到
ら
ば

服
す
る
こ
と
禮
の
如
く
せ
よ
。
其
れ
郡
國
の
守
・
相
・
都
尉
・
令
・
長
は
、
三
日
に
し
て
便
ち
に
除
け
」
と
遺
詔
す
。
五
月
、
梓
宮　

至
る
こ

と
永
安
よ
り
す
。
秋
八
月
、
惠
陵
に
葬
ら
る
。
謚
し
て
昭
烈
皇
帝
と
曰
ふ
。
帝 
寛
仁
大
度
に
し
て
、
人
を
知
り
善
く
任
使
し
、
高
帝
の
風
有

り
。
臣
下
に
顯
過
有
り
と
雖
も
、
必
ず
意
を
曲
げ
て
原
貸
す
。
關
羽
・
張
飛
を
待
つ
こ
と
親
父
子
の
如
し
。
一
た
び
諸
葛
亮
を
見
る
や
、
衆
に
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違
ひ
て
之
を
用
ひ
、遂
に
帝
業
を
成
す
。
又　

性　

儉
約
、嘗
て
帳
鉤
銅
を
毀
し
て
以
て
錢
を
鑄
し
、　

軍
功
に
非
ざ
れ
ば
妄
り
に
は
賜
予
せ
ず
、

以
て
の
故
に
國
用　

匱
乏
に
至
ら
ず
。
初
め
て
益
州
に
入
る
や
、丞
相
掾
の
趙
戩　

徵
士
の　

傅
幹
に
問
ひ
て
曰
く
、「
劉
玄
德　

其
れ
濟な

る
か
」

と
。
幹
曰
く
、「
玄
德　

寛
仁
に
し
て
度
有
り
、
能
く
人
の
死
力
を
得
。
諸
葛
亮
は
治
に
達
し
變
を
知
り
、
正
に
し
て
謀
有
り
、
而
し
て
之
が

相
と
爲
る
。
關
羽
・
張
飛
は
、
勇
に
し
て
義
有
り
、
皆　

萬
人
の
敵
に
し
て
、
而
し
て
之
が
將
と
爲
る
。
此
の
三
人
は
、
皆　

人
傑
な
り
。
玄

德
の
略
を
以
て
、
三
傑　

之
を
佐
く
。
何
爲
れ
ぞ
濟
ら
ざ
ら
ん
」
と
。
時
に
馬
謖　

盛
名
有
り
て
、
亮　

毎
に
之
を
器
と
す
。
帝　

亮
に
謂
ひ

て
曰
く
、「
馬
謖
は
、
言　

其
の
實
に
過
ぎ
た
れ
ば
、
大
用
す
可
か
ら
ず
」と
。
亮　

以
て
然
り
と
爲
さ
ず
、
後
に
竟
に
街
亭
の
敗
有
り
。

（
７
） 「
胎
養
」は
胎
内
で
子
を
育
て
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
、章
帝
の
元
和
二
年（
八
五
）に
出
さ
れ
た
胎
養
穀
の
下
賜
に
関
す
る
詔
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

『
後
漢
書
』本
紀
三
・
章
帝
紀
に「〔
元
和
〕二
年
春
正
月
乙
酉
、
詔
曰
、「
令
云『
人
有
產
子
者
復
、
勿
筭
三
歲
』。
今
諸
懷

者
、
賜
胎
養
穀
人
三

斛
、
復
其
夫
、
勿
筭
一
歲
、
著
以
爲
令
。」と
あ
る
。

（
８
） 「
有
大
物
」と
は
、『
莊
子
』を
典
拠
と
し
た
表
現
で
、「
大
物
」は
こ
こ
で
は
天
下
、
あ
る
い
は
天
子
の
位
の
こ
と
と
解
釈
し
て
お
く
。『
莊
子
』在

宥
第
十
一
に「
夫
有
土
者
、
有
大
物
也
」と
あ
り
、
成
玄
英
の
疏
に「
九
五
尊
高
、
四
海
弘
巨
、
是
稱
大
物
也
」と
あ
る
。
九
五
と
は
易
の
卦
、
転

じ
て
帝
位
の
こ
と
。
池
田
知
久
『
荘
子
（
上
）
全
訳
注
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
四
年
。
初
出
は
『
中
国
の
古
典
５
・
６　

荘
子
』
集
英
社
、

一
九
八
三
・
一
九
八
六
年
）は「
大
物
は
、
成
疏
の「
九
五
尊
高
、
四
海
弘
巨
」で
よ
い
。
羅
勉
道
も「
天
下
乃
是
渾
全
一
箇
大
物
」と
言
う
」と
理
解

す
る
。

（
９
） 

贊
に
曰
く
、
漢　

秦
の
慘
刻
の
後
を
承
け
、
高
・
文　

寛
仁
を
以
て
人
心
を
結
び
、
淪
浹
す
る
こ
と
既
に
久
し
く
、
牢か

た

く
し
て
解
く
可
か
ら
ず
。

中
更
の
禍
變
あ
り
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
人
の
謳
吟
し
て
漢
を
思
ふ
こ
と
、
口
に
絶
え
ず
。
世
祖　

之
に
因
り
て
、
卒
に
舊
物
を
復
し
、
重
ぬ
る

に
章
帝　

惠
む
こ
と
胎
養
に
及
び
、
培
殖
す
る
こ
と
益
々
固
き
を
を
以
て
す
。
靈
・
獻
の
際
、
大
い
に
壞
れ
極
め
て
亂
る
と
謂
ふ
可
し
。
而
れ

ど
も
一
時
の
英
雄
、
兵
を
擁
し
固
を
負た

の

む
者
、
猶
ほ
劉
氏
を
以
て
藉
口
す
。
昭
烈
父
子
、
帝
室
の
支
屬
な
る
を
以
て
、
一
隅
に
介
在
し
て
位
號

を
正
す
こ
と
、
尚
ほ
數
十
年
、
先
漢
由
り
是
に
至
る
ま
で
、
祀
を
垂
る
る
こ
と
五
百
。
三
代
よ
り
以
還
、
蓋
し
未
だ
之
有
ら
ず
。
人
主
の
人
心

を
結
ぶ
、
其
の
效 

迺す
な
はち

爾か
く

の
ご
と
し
。
大
物
を
有
す
る
者
は
、
庸な

ん

ぞ
諸
を
忽
せ
に
す
可
け
ん
や
。

（
10
） 

本
文
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
見
え
る
傅
幹
が
述
べ
た
劉
備
へ
の
評
価
は
、『
三
國
志
』蜀
書
二
・
先
主
傳
注『
傅
子
』に
見
え
る
記
述

を
元
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
蕭
常
は『
傅
子
』の
記
述
を
些
か
改
め
て
い
る
。
そ
の
大
き
な
変
更
点
は
、
一
つ
め
は『
傅
子
』で
は
趙
戩
も

傅
幹
も「
劉
備
」と
呼
び
捨
て
に
し
て
い
る
の
に
対
し
、
蕭
常
は
こ
れ
を「
劉
玄
徳
」「
玄
徳
」な
ど
と
改
め
て
い
る
こ
と
、
二
つ
め
は
、『
傅
子
』
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の
記
録
に
よ
る
と
趙
戩
は「
劉
備
其
不
濟
乎（
劉
備　

其
れ
濟
ら
ざ
ら
ん
か
）」と
語
り
だ
し
、
続
け
て
相
当
に
手
厳
し
く
劉
備
を
批
判
し
て
い
る

の
だ
が
、
蕭
常
は
こ
れ
を「
劉
玄
德
其
濟
乎
」と
改
め
た
上
、
手
厳
し
い
劉
備
批
判
は
総
て
省
略
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
批
判
者
の
言

葉
で
あ
っ
て
も
劉
備
へ
の
否
定
的
評
価
を
記
し
た
く
な
い
と
い
う
蕭
常
の
意
思
が
確
認
で
き
よ
う
。

（
11
） 

強
い
て
挙
げ
る
な
ら
ば『
三
國
志
』蜀
書
九
・
劉
巴
傳
注『
零
陵
先
賢
傳
』に
見
え
る「
及
拔
成
都
、士
衆
皆
捨
干
戈
、赴
諸
藏
競
取
寶
物
。軍
用
不
足
、

備
甚
憂
之
。
巴
曰
、『
易
耳
。
但
當
鑄
直
百
錢
、
平
諸
物
賈
、
令
吏
爲
官
巿
。』備
從
之
、
數
月
之
間
、
府
庫
充
實
」と
い
う
記
述
が
こ
れ
に
近
い

と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
劉
備
の「
性
儉
約
」で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
逸
話
で
は
な
く
、
劉
巴
の
提
案
す
る
経
済
政
策
を
劉
備
が
採
用
し
て

成
功
し
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
あ
り
、
蕭
常
の
挙
げ
る
故
事
と
合
致
す
る
と
は
見
な
し
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。

（
12
） 

閹
尹
は
、
宦
官
の
か
し
ら
。

（
13
） 『
史
記
』巻
五
十
・
楚
元
王
世
家
の
太
史
公
曰
に
あ
る
表
現
。

（
14
） （
前
略
）晉
の
泰
始
七
年　

崩
ず
、
時
に
年
六
十
五
。
贊
に
曰
く
、
少
帝　

賢
相
に
任
ず
る
や
、
則
ち
僞
境　

畏
を
懷
く
も
、
一
た
び
閹
尹
に
惑

は
さ
る
る
や
、
亂
亡　

之
に
隨
ふ
。
傳
に「
存
亡
は
任
ず
る
所
に
在
り
」と
曰
ふ
は
、
信
な
る
か
な
。

（
15
） 

本
論
の
考
察
対
象
と
若
干
乖
離
す
る
が
、『
續
後
漢
書
』后
妃
諸
王
傳
と『
三
國
志
』蜀
書
四
・
二
主
妃
子
傳
の
差
異
と
し
て
比
較
的
大
き
い
も
の

は
、
前
者
に
は
後
者
で
立
傳
さ
れ
て
い
な
い
人
物
の
列
傳
が
も
う
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
蕭
常
は
、
孫
権
の
妹
・
李
昭
儀
・
劉
諶
の
た

め
に
立
傳
し
て
い
る
。
孫
権
の
妹
の
列
傳
の
内
容
は『
三
國
志
』蜀
書
六
・
趙
雲
傳
や
蜀
書
七
・
法
正
傳
な
ど
の
記
述
を
元
に
し
た
と
思
わ
れ
る

内
容
、
李
昭
儀
に
関
す
る
記
述
は『
三
國
志
』蜀
書
四
・
二
主
妃
子
傳
注『
漢
晉
春
秋
』を
元
に
し
た
と
思
わ
れ
る
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
と
く
に

目
新
し
い
記
述
は
見
え
な
い
。
劉
諶
に
つ
い
て
は
本
論
で
言
及
し
た
が
、
李
昭
儀
と
劉
諶
は
蜀
漢
滅
亡
と
前
後
し
た
時
期
に
自
害
し
た
こ
と
を

蕭
常
が
高
く
評
価
し
た
が
ゆ
え
に
立
傳
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
16
） 

昭
烈
は
衰
亂
の
餘
を
承
け
た
れ
ば
、
庶
事　

草
創
に
し
て
、
嬪
嬙
の
制
、
闕
け
て
未
だ
備
は
ら
ず
。
方
に
是
の
時
、
公
族　

四
方
に
轉
徙
し
、

疏
封
せ
ら
る
る
も
の
も
亦
た
鮮
し
。
陳
壽　

復
た
擯し

り
ぞけ

て
書
せ
ず
、
是
を
以
て
後
世
に
傳
は
る
こ
と
無
し
。
姑
く
其
の
舊
に
因
り
て
之
に
附
益

せ
ん
。

（
17
） 

四
庫
全
書
本
で
は
こ
こ
に「
者
」の
字
が
入
る
。

（
18
） 

懷
嬴
は
、
秦
の
穆
公
の
娘
。
秦
の
人
質
で
あ
っ
た
子
圉
の
妻
と
な
っ
た
が
、
子
圉
は
晋
へ
逃
げ
帰
っ
た
。
穆
公
は
そ
の
後
、
懷
嬴
を
秦
に
や
っ

て
き
た
重
耳
に
嫁
が
せ
た
。
重
耳
は
こ
れ
を
辞
退
し
よ
う
と
し
た
が
、
子
犯
ら
の
意
見
を
納
れ
、
懷
嬴
を
妻
と
し
て
迎
え
た
。（『
國
語
』卷
十
・
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晉
語
四
）

（
19
） 『
三
國
志
』蜀
書
四
・
二
主
妃
子
傳
に
見
え
る
。
劉
備
は
、
吳
壱（
吳
懿
）の
妹
を
夫
人
と
し
て
迎
え
る
よ
う
勧
め
ら
れ
た
際
、
吳
懿
の
妹
が
か
つ

て
劉
焉
の
子
・
劉
瑁
の
妻
で
あ
り
、
劉
備
と
劉
瑁
が
同
族
で
あ
る
こ
と
か
ら
た
め
ら
っ
た
が
、
法
正
が
重
耳
の
故
事
を
引
用
し
、
こ
の
婚
姻
を

勧
め
た
。

（
20
） 『
孟
子
』告
子
章
句
下
に「
長
君
之
惡
、其
罪
小
。
逢
君
之
惡
、其
罪
大
」と
あ
る
。
宇
野
精
一『
孟
子　

全
訳
注
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、二
〇
一
九
年
。

初
出
は『
全
釈
漢
文
体
系
』集
英
社
、
第
二
巻
、
一
九
七
三
年
）は「
逢
君
之
惡
、
其
罪
大
」を「
君
の
悪
心
を
誘
い
出
す
に
至
っ
て
は
、
そ
の
罪
、

ま
こ
と
に
大
で
あ
る
」と
解
釈
す
る
。

（
21
） 

四
庫
全
書
本
で
は
こ
こ
に「
焉
」の
字
が
入
る
。

（
22
） 『
孟
子
』離
婁
章
句
上
に「
一
正
君
而
國
定
矣
。」と
あ
る
。

（
23
） 「
與
」は
四
庫
全
書
本
で
は「
歟
」。

（
24
） 「
肎
」は
四
庫
全
書
本
で
は「
肯
」。
通
字
。

（
25
） 「
納
君
於
○
」は「
君
主
を
○
に
引
き
入
れ
る
」と
い
う
定
型
表
現
。『
春
秋
左
氏
傳
』莊
公
・
傳
十
九
年
に「
刑
猶
不
忘
納
君
於
善
」と
あ
る
。

（
26
） 『
尚
書
』周
書
・
冏
命
に
み
え
る
表
現
。

（
27
） 

贊
に
曰
く
、
事
は
正
を
以
て
立
ち
、
權
を
以
て
濟な

る
。
蓋
し
權
な
る
者
は
、
正
の
及
ば
ざ
る
を
濟
す
所
以
に
し
て
、
苟
も
事　

權
に
無
く
ん
ば
、

正
に
一
に
す
と
雖
も
可
な
り
。
昔　

晉
文
公　

秦
に
僑
處
す
る
は
、
秦
に
因
り
て
國
に
反
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
。
故
に
秦
伯
の
懷
嬴
を
納
る

る
も
敢
て
拒
ま
ず
。
何
と
な
れ
ば
、
人
に
求
む
る
こ
と
有
ら
ば
、
勢
と
し
て
從
は
ざ
る
を
得
ざ
れ
ば
な
り
。
然
ら
ず
ん
ば
則
ち
事　

何
に
由
り

て
か
濟
ら
ん
。
此
れ
豈
に
已
む
を
得
ん
や
。
昭
烈
の
吳
后
を
納
れ
ん
と
す
る
や
、
方
に
疑
ひ
て
未
だ
決
せ
ざ
る
も
、
法
正　

乃
ち
晉
文
の
事
を

援ひ

き
て
以
て
其
の
成
る
を
贊た

す

く
。
是
れ
所
謂
る「
君
の
惡
を
逢む

か

ふ
る
」者
な
り
。
且
つ
夫
婦
は
、
人
倫
の
始
に
し
て
、
以
て
正
な
ら
ざ
る
可
か
ら

ず
。
匹
夫
す
ら
且
つ
禮
に
違
ふ
可
か
ら
ず
、
况
ん
や
人
主
を
や
。
晉
文
の
權
を
以
て
事
を
濟
ふ
こ
と
、
已
に
議
者
の
譏
を
逃
る
る
こ
と
能
は
ず
。

今　

内
は
勢
に
偪
ら
れ
ず
、
外
は
事　

權
に
無
し
。
奈
何
ぞ
其
の
禮
に
違
ふ
の
失
を
踵つ

ぎ
、
權
を
以
て
し
て
正
を
廢
さ
ん
や
。
古
者
、
一
た
び

君
を
正
し
く
す
れ
ば
國　

定
ま
る
。
昭
烈
の
天
下
を
定
む
る
こ
と
能
は
ざ
る
は
、
其
れ
賢
臣　

以
て
之
を
正
す
も
の
無
け
れ
ば
な
ら
ん
か
。
余　

趙
雲　

同
姓
の
嫌
を
以
て
、
肎
へ
て
趙
範
の
嫂
を
娶
ら
ざ
る
を
觀
る
に
、
其
の
守
る
所
の
正
は
、
漢
廷
の
諸
公　

及
ぶ
こ
と
能
は
ざ
る
者
有
り
。

も
し
其
れ
末
議
に
與く

み

す
る
を
得
ば
、必
ず
能
く
正
の
謬
を
詆そ

し

り
て
君
を
正
に
納
れ
ん
。『
書
』に
、「
僕
臣　

正
し
け
れ
ば
、厥そ

の
后き

み　

克よ

く
正
し
」
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と
曰
ふ
は
、
詎あ

に
信ま

こ
とに

然
ら
ず
や
。

（
28
） 『
三
國
志
』
蜀
書
四
・
二
主
妃
子
傳
注
の
裴
松
之
注
に
「
習
鑿
齒
曰
、
夫
婚
姻
、
人
倫
之
始
、
王
化
之
本
、
匹
夫
猶
不
可
以
無
禮
、
而
況
人
君
乎
。

晉
文
廢
禮
行
權
、以
濟
其
業
、故
子
犯
曰
、『
有
求
于
人
、必
先
從
之
。
將
奪
其
國
、何
有
於
妻｡

』非
無
故
而
違
禮
教
者
也
。
今
先
主
無
權
事
之
偪
、

而
引
前
失
以
爲
譬
、
非
導
其
君
以
堯
・
舜
之
道
者
。
先
主
從
之
、
過
矣
。」と
あ
る
。
こ
こ
で
習
鑿
齒
が
引
用
す
る
子
犯
の
言
葉
に
つ
い
て
、
盧

弼『
三
國
志
集
解
』は「
事
見『
國
語
』」と
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
通
り
当
該
故
事
は『
國
語
』卷
十
・
晉
語
四
に
見
え
る
が
、『
國
語
』同
箇
所
で
確

認
で
き
る
子
犯
の
言
葉
は「
將
奪
其
國
、
何
有
於
妻
、
唯
秦
所
命
從
也
」で
あ
り
、「
有
求
于
人
、
必
先
從
之
」は
子
犯
の
発
言
に
は
含
ま
れ
て
い

な
い
。
こ
れ
に
近
い
表
現
は
、
こ
れ
に
続
く
子
餘（
趙
衰
）の
言
葉
に
み
え
る「
禮
志
有
之
曰
、『
將
有
請
於
人
、
必
先
有
入
焉（
以
下
略
）』」で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

（
29
） 

解
釈
は
注（
20
）所
掲
の
宇
野
精
一
の
解
釈
に
従
う
。

　

本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費JP19K

00114

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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